
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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地 域
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個別的

要 因

事務所 高層の店舗兼事務所ビル
が中心の商業地域

茅場町近接

新大橋通り沿いで、駅に近接
する高層店舗兼事務所地域

３３ｍ都道 茅場町駅近接

新型コロナウイルス感染症の拡大から、一部の優良な投資用不動産を
除き不動産市場の動きは弱含んでいる。

日本橋地区と連たんする好立地の地域であるが、コロナ禍による事務
所需要の弱含みから、地価は下落傾向にある。

個別的要因に変動はない。

駅近接の高層店舗兼事務所ビルを中心とする商業地域で、今後も現状の地域要因を維持すると予測するが、現下
の地価動向はコロナ禍による店舗・事務所需要の弱含みから下落傾向で推移している。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

収益価格より比準価格が高位に試算された。近隣地域及び同一需給圏は不動産会社等による収益目的の需要が中心であ
るが、日本橋地区に連たんする良好な立地条件から、従来からの自用の事務所地としての需要も根強い。そこで、収益
性に加えて市場性も勘案することとし、比準価格と収益価格を関連づけ、さらに同一需給圏内の類似地域に存する公示
地価格を規準とした価格との均衡及び指定基準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、昭和通り以東の日本橋茅場町、八丁堀地区を中心とする幹線道路沿いの準高度商業地域である。需要者
は収益目的の機関投資家や不動産会社が中心である。日本橋地区に連たんする好立地を背景に、根強い需要が認められ
るが、新型コロナウイルス感染症の拡大から賃貸市場は弱含みで、地価は下落傾向にある。多様な需要の存在から中心
価格帯の把握が難しいが、単価で４百万円／㎡台前半、総額で数億円～十億円程度と推量される。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

中央(都) －5 6

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 3

令和 3 7 1

令和 3 7 5

中央(都)　5 － 6 東京都 区部第１ 不動産鑑定士 後藤　計

株式会社二十一鑑定

令和 3 6 25

令和 3 7 5

（その他）

中央区日本橋茅場町二丁目５番９
「日本橋茅場町２－１１－８」

154

1：1.2 Ｓ 9

北西33 m

都道

水道、

ガス、

下水

商業
(80,700)
防火

地区計画等

駐車場整備地区

(100,700)

25 60 20 60 高層店舗兼事務所地

12 15 180 長方形
商業
(100,700)
防火
地区計画等
駐車場整備地区

高層店舗兼事務所地 ない

4,470,000

3,910,000

／

／

令和 3 3,310,000

621,000,000 4,030,000

□ □■

2,400,000

中央 5 32

99.5

104.9 56.6

100.0
4,020,000

0.0

0.0

0.0

+4.9

0.0

0.0

0.0

-4.0

-41.0

0.0

0.0

中央(都) 5 4

5,820,000

98.8

100.0 142.8

100.0
4,030,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

-2.0

+43.0

+4.0

0.0

□ □

□ □

■
4,100,000

-1.7


